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2 2020/6/17 2020/7/1

朝霞浄水場から朝霞市膝折地内間送水管（２６００mm）ト
ンネル内配管及び管理用立坑築造工事に関する設計図面

47 1 1 1

(７条４号及び６号)
当該部分を開示することで、施設内部が明らか
となり、テロ等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実
行を容易にするおそれがあるとともに、セキュ
リティの確保に支障を及ぼすおそれがあるため

水道局東部建
設事務所工事
第二課

決定区分 （根拠規定）条例７条

1 2020/5/14 2020/7/2

北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関する代価0006号積算根拠（配管損料）、代価0021号積
算根拠（立坑設備工）、代価0086号見積価格評価一覧表
（影響調査工）、明細0001号見積査定額一覧表（シールド
機器類・梱包輸送費）、明細0002号見積査定額一覧表（セ
グメント）、明細0004・0005号積算根拠（二次覆工）、明
細0005号積算根拠（エアミルク損料・電力料）、明細0019
号機械器具損料、電力量換気ファン、明細0019号見積価格
評価一覧表（帯電防止風管）、明細0019号調査報告書（長
距離対応型スパイラルダクト等）、明細0026号積算根拠
（送排泥管損料）、明細0027号積算根拠（立坑整備損料・
電力料）、明細0029・0079・0102号積算根拠（発生土・副
産物処分地先）、明細0052号見積価格評価一覧表（操作
軸・中間軸・カップリング）、明細0052号・代価0129号積
算根拠（単価一覧）、明細0102号見積価格評価一覧表（電
動シャッター設置・撤去費）、明細0102号積算根拠（防音
パネル）及び明細0102号調査報告書（電動シャッタ―製品
費）

27 1

(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
見積金額は、これらを提示した企業の経営上、
営業戦略上重要な情報であり、開示した場合他
社に経営上の情報を知られることとなり、当該
企業の競争上、事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条６号)
見積、参考資料等の金額の評価内容を開示した
場合、今後当局が行う同種の見積において、見
積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障を生じるおそれがあるため
(７条３号)
これらを開示した場合、他の者に調査内容の情
報を知られることとなり、当該法人の競争上、
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め
(７条３号)
公にすることで、他の者に処分受入額が知られ
ることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることとなり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

1 1 1
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決定区分 （根拠規定）条例７条

3 2020/6/17 2020/7/2

美住ポンプ所（仮称）築造及び送水管（2000mm）連絡工事
（その２）に係る以下の資料

　設計書、説明書、工事総括数量表、総括書、工種別総括
書、内訳書、内訳明細書、代価表（表紙含む。）、共通仮
設費・現場環境改善費算出表、諸経費算出表、管弁類材料
集計表、管弁類材料工種別総括書、管弁類材料内訳書、給
水管類材料内訳明細書、特記仕様書、施工代価表、種目別
内訳（建築工事、電気設備工事及び機械設備工事）、科目
別内訳（建築工事、電気設備工事及び機械設備工事）、中
科目別内訳（建築工事、電気設備工事及び機械設備工
事）、細目別内訳（建築工事、電気設備工事及び機械設備
工事）、別紙明細（建築工事、電気設備工事及び機械設備
工事）、共通仮設費（統合）、現場管理費（統合）、一般
管理費等（統合）、数量計算書及び工程表

1387 1 1 1

(７条４号及び６号)
当該部分を開示することで、施設内部が明らか
となり、テロ等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実
行を容易にするおそれがあるとともに、セキュ
リティの確保に支障を及ぼすおそれがあるため
(７条３号)
見積価格及びその評価方法に関わる内容は法人
に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位
が損なわれるため

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

5 2020/6/22 2020/7/1

令和２年度配水小管布設替工事における仮配管方式の
設計・施工について
令和２年度仮配管工設計単価表

85 1
水道局給水部
配水課

水道局東部建
設事務所工事
第一課

1 1 1

(７条３号)
これらを開示した場合、他の者に調査内容の情
報を知られることとなり、当該法人の競争上、
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め
(７条３号)
見積金額は、これらを提示した企業の経営上、
営業戦略上重要な情報であり、開示した場合他
社に経営上の情報を知られることとなり、当該
企業の競争上、事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条６号)
見積、参考資料等の金額の評価内容を開示した
場合、今後当局が行う同種の見積において、見
積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障を生じるおそれがあるため
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の犯罪を誘発し、
又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるとと
もに、セキュリティの確保に支障を及ぼすおそ
れがあるため
(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
公にすることで、他の者に処分受入額が知られ
ることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることとなり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため

4 2020/6/19 2020/7/2

北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関する①特別調査報告書、②、⑤-1　見積価格評価一覧
表、③積算根拠（工程表）、④数量計算書（シールド）、
④数量計算書（開削）、⑤-2.1積算根拠（泥水シールド損
料・電力料）、⑤-2.2積算根拠（配管損料）、⑤-2.3積算
根拠（エアミルク損料・電力料）、⑤-2.4積算根拠（坑内
換気損料・電力料）、⑤-2.5積算根拠（立坑設備工）、⑤-
2.6積算根拠（立坑整備損料・電力料）、⑤-2.7積算根拠
（防音工換気損料・電力料）、⑤-3積算根拠（防音パネ
ル）、⑤-4積算根拠（発生土・副産物処分地先）及び⑤-
5.6積算根拠（仮設材）

250 1
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決定区分 （根拠規定）条例７条

6 2020/6/24 2020/7/3 朝霞市膝折地内から練馬区大泉学園町四丁目地内間送水管
（２６００mm）トンネル内配管及び管理用立坑築造工事に
関する
（１）仮設材賃料相当加算額の算定根拠資料（①から④ま
で）
（２）見積による採用価格決定資料及び算出根拠資料
①受注者持配管材料（切管）
②フランジ固定金具
③付帯設備
④受注者持配管材料
⑤グラウトバッグ
⑥重量シャッター
⑦鋼管φ２６００半自動溶接接合費
（３）管理費区分チェックリスト
（４）資源調書
（５）見積単価一覧表
（６）処分費の積算根拠資料
①アスコン廃材
②セメコン無筋
③路盤
④泥水及び舗装切断濁水
⑤改良土（２種）ほぐし　民間１
（８）内訳明細書第００１６号　各附帯設備工
　②接続カラー
　③ステップ
（９）内訳明細書第００１７号　配管機械器具損料及び電
力量の積算根拠資料
（１０）内訳明細書第００１９号　機械器具損料及び電力
量の積算根拠資料
（１１）内訳明細書第００２５号　仮設昇降設備（エレ
ベーター損料）の価格算出根拠資料

(７条３号)
積算基礎資料名は、開示した場合に、資料出版
元の事業運営の根幹である刊行物の販売減少を
招き、ひいては当該出版元の調査研究活動に悪
影響を及ぼすなど、当該出版元の競争上及び事
業運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号及び６号)
見積金額は、その金額を提示した企業の経営
上、営業戦略上重要な情報であり、これを開示
した場合、他社に経営上の情報を知られること
になり、当該企業の競争上及び事業運営上の地
位が損なわれると判断され、また、見積精査の
経過やその算定式は、開示することにより、今
後当局が行う同様の見積りにおいて、見積会社
の思惑によりその金額の高止まりを招く等、適
切な設計価格設定に支障を生じると認められる
ため
(７条３号)
公にすることで、当該企業の価格設定情報を知
られることになり、当該企業の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることになり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため
(７条３号)
企業名及び運搬距離は、公にすることで、当該
企業の価格設定情報を知られることとなり、当
該企業の競争上及び事業運営上の地位が損なわ
れると認められるため
(７条３号)
処分単価、採用単価及び運搬費は、公にするこ
とで、他の者に単価提供元企業の経営上の情報
が知られることになり、当該企業の競争上及び
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条３号)
処分先及び運搬距離は、公にすることで、当該
企業の価格設定情報を知られることとなり、当
該企業の競争上及び事業運営上の地位が損なわ
れると認められるため
(７条３号)
購入単価及び運搬費は、公にすることで、他の
者に単価提供元企業の経営上の情報が知られる
ことになり、当該企業の競争上及び事業運営上
の地位が損なわれると認められるため

1155 1 水道局東部建
設事務所工事
第二課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

6 2020/6/24 2020/7/3 朝霞市膝折地内から練馬区大泉学園町四丁目地内間送水管
（２６００mm）トンネル内配管及び管理用立坑築造工事に
関する
（１）仮設材賃料相当加算額の算定根拠資料（①から④ま
で）
（２）見積による採用価格決定資料及び算出根拠資料
①受注者持配管材料（切管）
②フランジ固定金具
③付帯設備
④受注者持配管材料
⑤グラウトバッグ
⑥重量シャッター
⑦鋼管φ２６００半自動溶接接合費
（３）管理費区分チェックリスト
（４）資源調書
（５）見積単価一覧表
（６）処分費の積算根拠資料
①アスコン廃材
②セメコン無筋
③路盤
④泥水及び舗装切断濁水
⑤改良土（２種）ほぐし　民間１
（８）内訳明細書第００１６号　各附帯設備工
　②接続カラー
　③ステップ
（９）内訳明細書第００１７号　配管機械器具損料及び電
力量の積算根拠資料
（１０）内訳明細書第００１９号　機械器具損料及び電力
量の積算根拠資料
（１１）内訳明細書第００２５号　仮設昇降設備（エレ
ベーター損料）の価格算出根拠資料

(７条３号)
積算基礎資料名は、開示した場合に、資料出版
元の事業運営の根幹である刊行物の販売減少を
招き、ひいては当該出版元の調査研究活動に悪
影響を及ぼすなど、当該出版元の競争上及び事
業運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号及び６号)
見積金額は、その金額を提示した企業の経営
上、営業戦略上重要な情報であり、これを開示
した場合、他社に経営上の情報を知られること
になり、当該企業の競争上及び事業運営上の地
位が損なわれると判断され、また、見積精査の
経過やその算定式は、開示することにより、今
後当局が行う同様の見積りにおいて、見積会社
の思惑によりその金額の高止まりを招く等、適
切な設計価格設定に支障を生じると認められる
ため
(７条３号)
公にすることで、当該企業の価格設定情報を知
られることになり、当該企業の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることになり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため
(７条３号)
企業名及び運搬距離は、公にすることで、当該
企業の価格設定情報を知られることとなり、当
該企業の競争上及び事業運営上の地位が損なわ
れると認められるため
(７条３号)
処分単価、採用単価及び運搬費は、公にするこ
とで、他の者に単価提供元企業の経営上の情報
が知られることになり、当該企業の競争上及び
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条３号)
処分先及び運搬距離は、公にすることで、当該
企業の価格設定情報を知られることとなり、当
該企業の競争上及び事業運営上の地位が損なわ
れると認められるため
(７条３号)
購入単価及び運搬費は、公にすることで、他の
者に単価提供元企業の経営上の情報が知られる
ことになり、当該企業の競争上及び事業運営上
の地位が損なわれると認められるため

1155 1 水道局東部建
設事務所工事
第二課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

7 2020/6/24 2020/7/4

北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関する①、④、⑤-1、⑥-2、⑦、⑫、⑯-1見積一覧表、
②、③積算根拠（泥水シールド損料・電力料）、⑤-2、⑯-
2調査報告書、⑥-1積算根拠（坑内換気損料・電力料）、⑧
積算根拠（立坑設備工）、⑨積算根拠（送排泥管損料）、
⑩、⑪積算根拠（立坑整備損料・電力料）、⑬積算根拠
（工程表）、⑭管理費区分チェックリスト、⑮見積単価一
覧表、⑰、㉑積算根拠（仮設材）、⑲積算根拠（配管損
料）、⑳積算根拠（発生土・副産物処分地先）

66 1 1 1

(７条３号)
開示した場合、他の者に調査内容の情報を知ら
れることとなり、当該法人の競争上、事業運営
上の地位が損なわれると認められるため
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め
(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることになり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に処分受入額が知られ
ることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることとなり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 2020/6/24 2020/7/1

足立区鹿浜一丁目地内から北区王子五丁目地内間送水管
（１３５０㎜）新設工事（シールド工事）に関する01_発進
坑口の積算根拠及び02_処分費選定根拠

2 1 1

(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
これらを開示した場合、各法人の処分受入額を
知られることとなり、当該法人の競争上、事業
運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることになり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

9 2020/6/25 2020/7/2

町田市南大谷240番地先から同市南大谷895番地先間配水本
管（500mm）新設工事（第４回契約変更分）に関する以下の
資料

　工事変更設計書、説明書、変更工事総括数量表、変更総
括書、変更工種別総括書、変更内訳書、共通仮設費・現場
環境改善費算出表、諸経費算出表、管弁類材料変更工種別
総括書（表紙含む）、管弁類材料変更内訳書及び給水管類
材料変更内訳明細書

70 1

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課

10 2020/6/25 2020/7/8

深大寺浄水所1号配水池新設工事に係る以下の資料
見積単価一覧表、見積承認書、調査報告書、管理費区分
チェックリスト及び仮設材賃料加算相当額根拠資料

52 1

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

12020/7/8 朝霞市膝折地内から練馬区大泉学園町四丁目地内間送水管
（２６００mm）トンネル内配管及び管理用立坑築造工事に
関する
（１）１明細第０００１号改良土（２種）ほぐし　民間１
の算定根拠資料
（２）７明細第００１０号鋼管φ２６００半自動溶接接合
費の算定根拠資料
（３）９明細第００１６号付帯設備　接続カラーの算定根
拠資料
（４）明細第００１６号付帯設備のうち、１１硬質塩化ビ
ニル管、１３硬質塩化ビニル管、１４塵除格子、１５ルー
フドレイン、１７硬質塩化ビニル管、２５足掛金物ルーフ
ドレインの算定根拠資料
（５）１６明細第００１６号付帯設備ステップの算定根拠
資料
（６）局特別単価調査（以下の単価を含む。）
・明細第００１６号付帯設備のうち、１８中間軸、２０中
間振れ止め、２３ユニバーサルジョイント（自在継手）
・明細第００１９号充てんエアミルクのうち、２８グラウ
トバッグ
・管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料のうち、４５
から４７までダクタイル鋳鉄受口切管、５７ダクタイル鋳
鉄角度直管、５８ダクタイル鋳鉄継輪、６０鋼板製バタフ
ライ弁、６１片ＵＳ形挿口片プレンエンド鋼仕切弁副管
乙、６２片フランジ片プレンエンド鋼曲管、６３両フラン
ジ片ＵＳ形挿口人孔付排水Ｔ字管、７０ダクタイル鋳鉄仕
切弁
（７）見積承認及び単価積上げ根拠（以下の単価を含
む。）
・明細第００１６号付帯設備のうち、１９重量受台、２１
調整カップリング、２２振止リング、２４手動バルブ開閉
器
・管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料のうち、７１
ＦＣＤ急速空気弁、７２ＦＣＤ仕切弁用ハンドル、７３フ
ランジ仕切弁
（８）２６明細第００１７号配管機械器具損料及び電力量
の算定根拠資料
（９）２７明細第００１９号配管機械器具損料及び電力量
の算定根拠資料
（１０）２９明細第００１９号グラウトバッグの算定根拠
資料
（１１）３０明細第００２５号エレベーター損料の算定根
拠資料
（１２）３１明細第００３３号防音パネル処分費の算定根
拠資料
（１３）３２から３５まで明細第００３３号電動シャッ
ター撤去費及び残材処分費の算定根拠資料
（１４）４０代価表００１２号シール材の算定根拠資料
（１５）４２代価表００２０号換気設備損料の算定根拠資
料
（１６）４３代価表００２５号高所作業車賃料の算定根拠
資料
（１７）受注者持配管材料の見積単価（以下の単価を含
む。）
・管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料のうち、４８
から５６までダクタイル鋳鉄受口切管の算定根拠資料
（１８）受注者持配管材料の見積承認及び単価積上げ根拠
（以下の単価を含む。）
・管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料のうち、５９
鋼継輪、６４から６９まで片・両フランジ及び両ＳＵＳ開
先鋼管、７５鋼フランジ蓋、７６空気弁用鋼フランジ蓋、
７７から８２まで鋼接合セット
（１９）７４管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料の
うちフランジ固定金具の算定根拠資料
（２０）管理費区分チェックリスト
（２１）仮設材賃料相当加算額の算定根拠資料（①から④
まであり。）

31 1 (７条３号)
処分先及び運搬距離は、公にすることで、当該
企業の価格設定情報を知られることとなり、当
該企業の競争上及び事業運営上の地位が損なわ
れると認められるため
(７条３号)
購入単価及び運搬費は、公にすることで、他の
者に単価提供元企業の経営上の情報が知られる
ことになり、当該企業の競争上及び事業運営上
の地位が損なわれると認められるため
(７条３号及び６号)
見積金額は、その金額を提示した企業の経営
上、営業戦略上重要な情報であり、これを開示
した場合、他社に経営上の情報を知られること
になり、当該企業の競争上及び事業運営上の地
位が損なわれると判断され、また、見積精査の
経過やその算定式は、開示することにより、今
後当局が行う同様の見積りにおいて、見積会社
の思惑によりその金額の高止まりを招く等、適
切な設計価格設定に支障を生じると認められる
ため
(７条３号)
受託者住所及び氏名並びに代理人の住所、氏名
及び印影並びに契約番号及び委託件名を開示し
た場合、他の者に調査内容の情報を知られるこ
とになり、当該法人の競争上及び事業運営上の
地位が損なわれるため
(７条４号)
偽造等により法人の財産が脅かされるおそれが
あるため
(７条３号)
処分単価及び運搬費は、公にすることで、他の
者に単価提供元企業の経営上の情報が知られる
ことになり、当該企業の競争上及び事業運営上
の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
積算基礎資料名は、開示した場合に、資料出版
元の事業運営の根幹である刊行物の販売減少を
招き、ひいては当該出版元の調査研究活動に悪
影響を及ぼすなど、当該出版元の競争上及び事
業運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、当該企業の価格設定情報を知
られることになり、当該企業の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれると認められるため

水道局東部建
設事務所工事
第二課

111 2020/6/25



月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

非開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

12 2020/6/25 2020/7/2

練馬区石神井台一丁目地内から上井草給水所間送水管
（2600㎜）用立坑築造及びトンネル築造工事に関する管理
費区分チェックリスト及び仮設材賃料加算相当額の算定資
料 7 1 1

(７条３号)
当該部分に記載された企業名称と内訳明細書と
を照らし合わせることで、当該企業の価格設定
情報を知られることとなり、当該企業の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため

水道局西部建
設事務所工事
第一課

12020/7/8 朝霞市膝折地内から練馬区大泉学園町四丁目地内間送水管
（２６００mm）トンネル内配管及び管理用立坑築造工事に
関する
（１）１明細第０００１号改良土（２種）ほぐし　民間１
の算定根拠資料
（２）７明細第００１０号鋼管φ２６００半自動溶接接合
費の算定根拠資料
（３）９明細第００１６号付帯設備　接続カラーの算定根
拠資料
（４）明細第００１６号付帯設備のうち、１１硬質塩化ビ
ニル管、１３硬質塩化ビニル管、１４塵除格子、１５ルー
フドレイン、１７硬質塩化ビニル管、２５足掛金物ルーフ
ドレインの算定根拠資料
（５）１６明細第００１６号付帯設備ステップの算定根拠
資料
（６）局特別単価調査（以下の単価を含む。）
・明細第００１６号付帯設備のうち、１８中間軸、２０中
間振れ止め、２３ユニバーサルジョイント（自在継手）
・明細第００１９号充てんエアミルクのうち、２８グラウ
トバッグ
・管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料のうち、４５
から４７までダクタイル鋳鉄受口切管、５７ダクタイル鋳
鉄角度直管、５８ダクタイル鋳鉄継輪、６０鋼板製バタフ
ライ弁、６１片ＵＳ形挿口片プレンエンド鋼仕切弁副管
乙、６２片フランジ片プレンエンド鋼曲管、６３両フラン
ジ片ＵＳ形挿口人孔付排水Ｔ字管、７０ダクタイル鋳鉄仕
切弁
（７）見積承認及び単価積上げ根拠（以下の単価を含
む。）
・明細第００１６号付帯設備のうち、１９重量受台、２１
調整カップリング、２２振止リング、２４手動バルブ開閉
器
・管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料のうち、７１
ＦＣＤ急速空気弁、７２ＦＣＤ仕切弁用ハンドル、７３フ
ランジ仕切弁
（８）２６明細第００１７号配管機械器具損料及び電力量
の算定根拠資料
（９）２７明細第００１９号配管機械器具損料及び電力量
の算定根拠資料
（１０）２９明細第００１９号グラウトバッグの算定根拠
資料
（１１）３０明細第００２５号エレベーター損料の算定根
拠資料
（１２）３１明細第００３３号防音パネル処分費の算定根
拠資料
（１３）３２から３５まで明細第００３３号電動シャッ
ター撤去費及び残材処分費の算定根拠資料
（１４）４０代価表００１２号シール材の算定根拠資料
（１５）４２代価表００２０号換気設備損料の算定根拠資
料
（１６）４３代価表００２５号高所作業車賃料の算定根拠
資料
（１７）受注者持配管材料の見積単価（以下の単価を含
む。）
・管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料のうち、４８
から５６までダクタイル鋳鉄受口切管の算定根拠資料
（１８）受注者持配管材料の見積承認及び単価積上げ根拠
（以下の単価を含む。）
・管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料のうち、５９
鋼継輪、６４から６９まで片・両フランジ及び両ＳＵＳ開
先鋼管、７５鋼フランジ蓋、７６空気弁用鋼フランジ蓋、
７７から８２まで鋼接合セット
（１９）７４管弁類材料内訳書第１号受注者持配管材料の
うちフランジ固定金具の算定根拠資料
（２０）管理費区分チェックリスト
（２１）仮設材賃料相当加算額の算定根拠資料（①から④
まであり。）

31 1 (７条３号)
処分先及び運搬距離は、公にすることで、当該
企業の価格設定情報を知られることとなり、当
該企業の競争上及び事業運営上の地位が損なわ
れると認められるため
(７条３号)
購入単価及び運搬費は、公にすることで、他の
者に単価提供元企業の経営上の情報が知られる
ことになり、当該企業の競争上及び事業運営上
の地位が損なわれると認められるため
(７条３号及び６号)
見積金額は、その金額を提示した企業の経営
上、営業戦略上重要な情報であり、これを開示
した場合、他社に経営上の情報を知られること
になり、当該企業の競争上及び事業運営上の地
位が損なわれると判断され、また、見積精査の
経過やその算定式は、開示することにより、今
後当局が行う同様の見積りにおいて、見積会社
の思惑によりその金額の高止まりを招く等、適
切な設計価格設定に支障を生じると認められる
ため
(７条３号)
受託者住所及び氏名並びに代理人の住所、氏名
及び印影並びに契約番号及び委託件名を開示し
た場合、他の者に調査内容の情報を知られるこ
とになり、当該法人の競争上及び事業運営上の
地位が損なわれるため
(７条４号)
偽造等により法人の財産が脅かされるおそれが
あるため
(７条３号)
処分単価及び運搬費は、公にすることで、他の
者に単価提供元企業の経営上の情報が知られる
ことになり、当該企業の競争上及び事業運営上
の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
積算基礎資料名は、開示した場合に、資料出版
元の事業運営の根幹である刊行物の販売減少を
招き、ひいては当該出版元の調査研究活動に悪
影響を及ぼすなど、当該出版元の競争上及び事
業運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、当該企業の価格設定情報を知
られることになり、当該企業の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれると認められるため

水道局東部建
設事務所工事
第二課

111 2020/6/25
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決定区分 （根拠規定）条例７条

13 2020/6/25 2020/7/3
渋谷区千駄ヶ谷二丁目地先から新宿区霞ヶ丘町地先間配水
本管（1100㎜）移設工事に関する数量計算書 360 1

水道局西部建
設事務所工事
第一課

14 2020/6/25 2020/7/1

小平市天神町三丁目地内から西東京市向台町四丁目地内間
導水管（2000mm）用トンネル築造及び立坑内配管工事に関
する資源調書、見積単価一覧表、見積根拠資料、調査報告
書、数量計算書、管理費区分チェックリスト及び仮設材根
拠資料

183 1 1 1 1

(７条３号)
公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情
報を知られることになり、当該企業の競争上及
び事業運営上の地位が損なわれるため
(７条３号)
開示した場合に、他の者に調査内容の情報を知
られることとなり、当該法
人の競争上及び事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条３号)
開示した場合に、資料出版元の事業運営の根幹
である刊行物の販売収入の減少を招き、ひいて
は当該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼすな
ど、当該法人の競争上及び事業運営上の地位が
損なわれるため
(７条３号)
開示した場合に、当該部分に記載された処分受
入先名称と内訳明細書とを照らし合わせること
で受入先の価格設定情報を知られることとな
り、当該企業の競争上及び事業運営上の地位が
損なわれるため。
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め
(７条６号)
今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積り
会社の思惑等により見積金額の高止まりを招く
等、適切な単価設定に支障を生じると認められ
るため

水道局西部建
設事務所工事
第二課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

15 2020/6/25 2020/7/3

水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和元年１０
月）、水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和元年１
１月）、水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和元年
１２月）、水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和２
年１月）、水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和２
年２月）、水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和２
年３月）、水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和２
年４月）、水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和２
年５月）及び水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和
２年６月）

416 1 1

(７条３号)
公表すると、資料出版元の事業運営の根幹であ
る刊行物の販売収入の減少を招き、ひいては当
該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼすなど、
当該法人の競争上及び事業運営上の地位が損な
われるため

水道局建設部
技術管理課

16 2020/6/25 2020/7/3

調布市下石原三丁目地先外１か所配水本管（700mm・
600mm）新設工事に関する工程表及び工期算出に係る資料

7 1 1

(７条３号)
有償刊行物の名称を開示した場合、資料出版元
の事業運営の根幹である刊行物の販売収入の減
少を招き、ひいては当該法人の調査研究活動に
悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上及び事
業運営上の地位が損なわれるため

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課

17 2020/5/12 2020/7/7 北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関する01積算根拠（工程表）、02-1数量計算書（シール
ド）、02-2数量計算書（開削）、03-1見積査定額一覧表
（シールド機器類・梱包輸送費）、03-2・13-3積算根拠
（泥水シールド損料・電力料）、04・14-2積算根拠（二次
覆工）、05積算根拠（坑内換気損料・電力料）、06見積価
格評価一覧表（天井クレーン設置・撤去費）、07積算根拠
（立坑整備損料・電力料）、08・09見積単価一覧、10・13-
2・18・20-1・22積算根拠（単価一覧）、11-1積算根拠（防
音パネル）、11-2明細0102号　施工パッケージ単価計算
シート、11-3積算根拠（防音工換気損料・電力料）、11-4
調査報告書（重量シャッタ―製品費）、11-5見積価格調査
一覧表（電動シャッター設置・撤去費）、11-6積算根拠
（発生土・副産物処分地先）、12積算根拠（配管損料）、
13-1・20-2調査報告書（天井クレーン基礎価格等）、14-1
積算根拠（坑内設備工）、15・16・17積算根拠（立坑設備
工）、19・21見積価格評価一覧表（影響調査工）及び23施
工代価表

760 1 1 1 1 (７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の犯罪を誘発し、
又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるとと
もに、セキュリティの確保に支障を及ぼすおそ
れがあるため
(７条３号)
見積金額は、これらを提示した企業の経営上、
営業戦略上重要な情報であり、開示した場合他
社に経営上の情報を知られることとなり、当該
企業の競争上、事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条６号)
見積、参考資料等の金額の評価内容を開示した
場合、今後当局が行う同種の見積において、見
積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障を生じるおそれがあるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に処分受入額が知られ
ることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることになり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため
(７条３号)
これらを開示した場合、他の者に調査内容の情
報を知られることとなり、当該法人の競争上、
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め

水道局東部建
設事務所工事
第一課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

18 2020/5/12 2020/7/8

北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本
管（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工
事に関する工事設計書、説明、工事総括数量表、総括書、
工種別総括書、内訳書、内訳明細書、代価明細書、代価
表、共通仮設費・現場環境改善費算出表、諸経費算出表、
管弁類材料集計表、管弁類材料工種別総括書、管弁類材料
内訳書、特記仕様書、設計図及び質問回答書

585 1 1 1 1 1

(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
法人その他の団体（以下「法人等」という。）
に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため
(７条７号)
この構造物の管理者が、公にしないとの条件で
任意に提供した情報であって、公にしないこと
が合理的であると認められ、当該情報を公にす
ることにより、その者からの、公にしないとい
う信頼を不当に損なうことになると認められる
ため
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の犯罪を誘発し、
又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるとと
もに、セキュリティの確保に支障を及ぼすおそ
れがあるため。

水道局東部建
設事務所工事
第一課

17 2020/5/12 2020/7/7 北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関する01積算根拠（工程表）、02-1数量計算書（シール
ド）、02-2数量計算書（開削）、03-1見積査定額一覧表
（シールド機器類・梱包輸送費）、03-2・13-3積算根拠
（泥水シールド損料・電力料）、04・14-2積算根拠（二次
覆工）、05積算根拠（坑内換気損料・電力料）、06見積価
格評価一覧表（天井クレーン設置・撤去費）、07積算根拠
（立坑整備損料・電力料）、08・09見積単価一覧、10・13-
2・18・20-1・22積算根拠（単価一覧）、11-1積算根拠（防
音パネル）、11-2明細0102号　施工パッケージ単価計算
シート、11-3積算根拠（防音工換気損料・電力料）、11-4
調査報告書（重量シャッタ―製品費）、11-5見積価格調査
一覧表（電動シャッター設置・撤去費）、11-6積算根拠
（発生土・副産物処分地先）、12積算根拠（配管損料）、
13-1・20-2調査報告書（天井クレーン基礎価格等）、14-1
積算根拠（坑内設備工）、15・16・17積算根拠（立坑設備
工）、19・21見積価格評価一覧表（影響調査工）及び23施
工代価表

760 1 1 1 1 (７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の犯罪を誘発し、
又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるとと
もに、セキュリティの確保に支障を及ぼすおそ
れがあるため
(７条３号)
見積金額は、これらを提示した企業の経営上、
営業戦略上重要な情報であり、開示した場合他
社に経営上の情報を知られることとなり、当該
企業の競争上、事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条６号)
見積、参考資料等の金額の評価内容を開示した
場合、今後当局が行う同種の見積において、見
積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障を生じるおそれがあるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に処分受入額が知られ
ることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることになり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため
(７条３号)
これらを開示した場合、他の者に調査内容の情
報を知られることとなり、当該法人の競争上、
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め

水道局東部建
設事務所工事
第一課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

19 2020/6/26 2020/7/8

墨田区江東橋二丁目地先から同区江東橋四丁目地先間配水
本管（600㎜・500㎜）布設替及び既設管内配管工事に関す
る工事設計書、総括書、工種別総括書、内訳書、内訳明細
書、代価明細書、代価表、資源調書、共通仮設費・現場環
境改善費算出表、諸経費算出表、管弁類材料集計表、管弁
類材料工種別総括書、管弁類材料内訳書、設計計画書及び
数量計算書

843 1 1 1

(７条２号)
個人に関する情報で特定の個人を識別できる情
報であるため
(７条２号)
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるため
(７条３号)
当局が他法人の有償刊行物から積算の基礎資料
となる計算式等を引用しているため、開示した
場合に有償刊行物を購入するより安価に情報を
得ることが可能になり、当該法人の刊行物販売
による収入の減少を招き、調査研究活動に悪影
響を及ぼすなど、競争上及び事業運営上の地位
が損なわれるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

20 2020/6/26 2020/7/9

中央区日本橋堀留町一丁目地先から同区日本橋久松町地先
配水本管（800mm・500mm）布設替工事に関する変更工事工
程表（第5回）、完成図、変更内訳書（第6回）、変更内訳
明細書（第6回）、代価明細書（第6回）、代価表及び特記
仕様書（当初並びに変更第1、2、3、5及び6回）

364 1 1 1

(７条２号)
個人に関する情報で特定の個人を識別できるも
のであるため
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め

水道局西部建
設事務所工事
第二課

21 2020/6/26 2020/7/9

令和２年度多摩水道立川庁舎警備業務委託仕様書
（１）令和２年４月　１日契約締結時の仕様書
（２）令和２年６月２２日契約変更時の仕様書（変更部
分）

17 1

水道局多摩水
道改革推進本
部調整部管理
課

22 2020/6/29 2020/7/2

幸町浄水所整備工事に関する以下の資料
変更工事総括数量表（第12回）、変更総括書（第12回）、
変更工種別総括書（第12回）、変更内訳書（第12回）、共
通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経費算出表、管
弁類材料変更工種別総括書(第12回)、管弁類材料変更内訳
書（第12回）及び給水管類材料変更内訳明細書(第12回）

153 1

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

23 2020/6/29 2020/7/2

和田堀給水所２号配水池及び第二配水ポンプ所並びに管廊
築造工事に関する管弁類材料及び給水管類材料の算出根拠
資料

32 1 1 1 1

(７条３号)
開示した場合に、他の者に見積提出法人の経営
上の情報を知られることになり、当該法人の競
争上及び事業運営上の地位が損なわれるため
(７条６号)
今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積り
会社の思惑等により見積金額の高止まりを招く
等、適切な単価設定に支障を生じると認められ
るため
(７条３号)
開示した場合に、他の者に調査内容の情報を知
られることになり、当該法人の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれるため
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め

水道局西部建
設事務所工事
第二課

24 2020/6/30 2020/7/7

深大寺浄水所1号配水池新設工事に関する施工代価表

375 1

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課

25 2020/6/15 2020/7/10

・平成30年4月1日、平成30年10月1日、平成31年4月1日、令
和元年10月1日及び令和2年4月1日付建設機械損料表
・平成30年4月1日、平成30年7月1日、平成30年10月1日、平
成31年1月1日及び平成31年4月1日付設計単価表
・平成30年4月1日、平成30年7月1日、平成30年10月1日、平
成31年1月1日、平成31年4月1日、令和元年7月1日、令和元
年10月1日、令和2年1月1日及び令和2年4月1日付設計単価表
の物価資料根拠
・平成27年11月30日付27水建技管第267号「シールド機器価
格の取り扱いについて（通知）」
・内規「シールド工事の積算について」

6431 1 1 1

(７条３号)
公表すると、資料出版元の事業運営の根幹であ
る刊行物の販売収入の減少を招き、ひいては当
該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼすなど、
当該法人の競争上及び事業運営上の地位が損な
われるため
(７条６号)
公表すると、今後当局が行う同種の見積りにお
いて、見積り会社の思惑等により見積金額の高
止まりを招く等、適切な単価設定に支障を生じ
ると認められるため

水道局建設部
技術管理課

26 2020/7/1 2020/7/11

上北沢給水所（仮称）配水池及びポンプ棟築造並びに送・
配水管（1350㎜～900㎜）新設工事に関する算出根拠資料及
び代価表

32 1 1

(７条３号)
引用元書籍情報を公表すると、資料出版元の事
業運営の根幹である刊行物の販売収入の減少を
招き、ひいては当該出版元の調査研究活動に悪
影響を及ぼすなど、当該出版元の競争上及び事
業運営上の地位が損なわれるため

水道局西部建
設事務所工事
第一課

27 2020/7/1 2020/7/2
金町浄水場入退室管理装置設置工事に関する工事設計書、
説明書、工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内訳
書、内訳明細書、代価明細書及び諸経費計算書

28 1
水道局金町浄
水管理事務所
技術課
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28 2020/7/1 2020/7/7

三園浄水場外１か所入退室管理装置改良工事に関する工事
設計書、説明書、工事総括数量表、総括書、工種別総括
書、内訳書、内訳明細書表紙、内訳明細書、代価明細書表
紙、代価明細書、諸経費計算書表紙、諸経費計算書及び特
記仕様書

52 1
水道局朝霞浄
水管理事務所
庶務課

29 2020/7/2 2020/7/9

王子給水所（仮称）配水池築造工事第12回設計変更に関す
る工事設計書、工事総括数量表、総括書、工種別総括書、
内訳書、内訳明細書（表紙）内訳明細書、代価明細書（表
紙）、代価表、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、
諸経費算出表

37 1
水道局東部建
設事務所工事
第一課

30 2020/7/1 2020/7/9

水道用機械・電気設備工事機器価格表（平成31年４月）、
水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和元年７月）、
水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和２年４月）及
び水道用機械・電気設備工事機器価格表（令和２年７月） 599 1 1

(７条３号)
公表すると、資料出版元の事業運営の根幹であ
る刊行物の販売収入の減少を招き、ひいては当
該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼすなど、
当該法人の競争上及び事業運営上の地位が損な
われるため

水道局建設部
技術管理課

31 2020/7/1 2020/7/13
断通水作業費設計単価表（令和２年４月１日）
令和２年度仮配管工設計単価表 3 1

水道局給水部
配水課

32 2020/6/30 2020/7/14

令和２年度配水管布設替工事等設計委託単価契約（当初契
約及び契約変更後）に関する設計単価表（設計額）（税抜
き）、設計単価表（設計額）（税込み）、設計単価表（税
込み）、設計単価諸経費率計算書、代価明細書、配水小管
工事の設計業務、代価明細書、配水本管工事の設計業務、
設計単価延長配分計算書、配水小管工事の設計業務、設計
単価延長配分計算書、配水本管工事の設計業務

230 1
水道局給水部
配水課
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(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることになり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に処分受入額が知られ
ることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
見積金額は、これらを提示した企業の経営上、
営業戦略上重要な情報であり、開示した場合他
社に経営上の情報を知られることとなり、当該
企業の競争上、事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条６号)
見積、参考資料等の金額の評価内容を開示した
場合、今後当局が行う同種の見積において、見
積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障を生じるおそれがあるため
(７条３号)
これらを開示した場合、他の者に調査内容の情
報を知られることとなり、当該法人の競争上、
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の犯罪を誘発し、
又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるとと
もに、セキュリティの確保に支障を及ぼすおそ
れがあるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

33 2020/7/3 2020/7/14

北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関する資源調書、見積単価一覧表、見積価格評価一覧
表、調査報告書、数量計算書、管理費区分チェックリスト
及び積算根拠（仮設材）

282 1 1 1 1
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決定区分 （根拠規定）条例７条

34 2020/7/3 2020/7/8

足立区鹿浜一丁目地内から北区王子五丁目地内間送水管
（１３５０㎜）新設工事（シールド工事）に関する01_資源
調書、02_見積単価一覧表及び03_数量計算書

216 1 1 1 1

(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
これらを開示した場合、各法人の処分受入額を
知られることとなり、当該法人の競争上、事業
運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条４号及び６号)
公にすることによりテロ等の犯罪を誘発し、又
は犯罪の実行を容易にするおそれがあるととも
に、セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれ
があるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

35 2020/7/3 2020/7/15

・設計単価表の物価資料根拠（令和2年1月1日付）
・設計単価表の物価資料根拠（令和2年4月1日付）
・設計単価表の物価資料根拠（令和2年7月1日付）

1441 1 1

(７条３号)
公表すると、資料出版元の事業運営の根幹であ
る刊行物の販売収入の減少を招き、ひいては当
該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼすなど、
当該法人の競争上及び事業運営上の地位が損な
われるため

水道局建設部
技術管理課

36 2020/7/7 2020/7/13

千ヶ瀬第二浄水所（仮称）整備工事 第4回契約変更分（契
約番号：31水経契契第337号の6）に関する以下の資料

変更工事総括数量表、変更総括書）変更工種別総括書、変
更内訳書、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経
費算出表、管弁類材料変更工種別総括書、管弁類材料変更
内訳書及び給水管類材料変更内訳明細書

125 1

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課

37 2020/7/7 2020/7/13
板橋区前野町六丁目８番地先から同区常盤台二丁目１５番
地先間配水小管布設替及び工業用水道配水管撤去工事に関
わる資源調書

25 1
水道局北部支
所配水課

38 2020/7/7 2020/7/13
板橋区前野町四丁目２９番地先から同区大原町３５番地先
間配水小管布設替及び工業用水道配水管撤去工事に関わる
資源調書

23 1
水道局北部支
所配水課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

39 2020/5/28 2020/7/17

北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関する①-1明細0001号T0001・T0002・T0026、①-2明細
0001号T0003、②明細0002号T0004・T0005・T0016～T0018、
③明細0005号T0009、④-1明細0019号T0011、④-2明細0019
号T0072、④-3明細0019号T0073、⑤明細0021号T0025、⑥明
細0027号T0013、⑦-1明細0052号T0038～T0042、⑦-2・⑧・
⑩-2明細0052・0101・0114号 T0044・T0052・T0035、⑨-1
明細0102号T0064～T0071、⑨-2明細0101号T0032、
⑨-3明細0102号T0015、⑨-4明細0102号T0033、⑩-1明細
0114号T0034、⑪代価0006号T0008、⑫代価0012号T0020・
T0021、⑬・⑭代価0123・0124号T0081～T0083・T0077・
R11010000030・T0087・T0060・T0061及び⑮管弁類材料内訳
書T0027・T0028の金額算出根拠 23 1 1 1

(７条３号)
見積金額は、これらを提示した企業の経営上、
営業戦略上重要な情報であり、開示した場合他
社に経営上の情報を知られることとなり、当該
企業の競争上、事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条６号)
見積、参考資料等の金額の評価内容を開示した
場合、今後当局が行う同種の見積において、見
積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障を生じるおそれがあるため
(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
これらを開示した場合、他の者に調査内容の情
報を知られることとなり、当該法人の競争上、
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め

水道局東部建
設事務所工事
第一課

40 2020/7/7 2020/7/14

多摩北部給水所(仮称)から清瀬市竹丘一丁目地先間配水本
管(500mm)新設工事（第６回契約変更分）に関する以下の資
料

　工事変更設計書、説明書、変更工事総括数量表、変更総
括書、変更工種別総括書、変更内訳書、変更内訳明細書
（表紙含む）、代価表（表紙含む）、共通仮設費・イメー
ジアップ経費算出表、諸経費算出表、管弁類材料変更工種
別総括書（表紙含む）、管弁類材料変更内訳書、施工代価
表及び資源調書

1289 1

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課

41 2020/7/8 2020/7/16

「朝霞導水施設基本設計委託」（契約番号：30-1554）
上記案件に関する総括書、工種別総括書、内訳書、内訳明
細書

11 1
水道局建設部
工務課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

42 2020/7/10 2020/7/17

和田堀給水所２号配水池及び第二配水ポンプ所並びに管廊
築造工事に関する見積単価一覧、見積価格評価一覧表、見
積品目一覧表、調査報告書、見積単価一覧表、処分費の算
定根拠資料、人孔の材料費及び算定根拠資料

38 1 1 1 1

(７条３号)
公表すると他の者に見積提出法人の経営上の情
報を知られることになり、当該法人の競争上及
び事業運営上の地位が損なわれるため
(７条６号)
今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積り
会社の思惑等により見積金額の高止まりを招く
等、適切な単価設定に支障を生じると認められ
るため
(７条３号)
開示した場合に、他の者に調査内容の情報を知
られることになり、当該法人の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれるため
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め
(７条３号)
開示した場合に、当該部分に記載された処分受
入先名称等と内訳明細書とを照らし合わせるこ
とで受入先の価格設定情報を知られることとな
り、当該企業の競争上及び事業運営上の地位が
損なわれるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることになり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれるため

水道局西部建
設事務所工事
第二課

43 2020/7/9 2020/7/22

・平成31年度設計単価表（平成31年4月1日付）
・設計単価表の物価資料根拠（令和2年4月1日付）
・建設機械損料表（平成31年4月1日付）
・建設機械損料表（令和2年4月1日付）
・平成31年度設計単価表（令和元年7月1日付）
・設計単価表の物価資料根拠（令和2年7月1日付）

1959 1 1

(７条３号)
公表すると、資料出版元の事業運営の根幹であ
る刊行物の販売収入の減少を招き、ひいては当
該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼすなど、
当該法人の競争上及び事業運営上の地位が損な
われるため

水道局建設部
技術管理課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

44 2020/7/10 2020/7/22

江東区清澄二丁目地先から同区清澄一丁目地先間外２か所
配水本管（600㎜～400㎜）布設替及び配水小管布設替工事
に関する資源調書、数量計算書、設計報告書及び他企業打
合せ議事録

1586 1 1 1 1

(７条２号)
個人に関する情報で特定の個人を識別できる情
報であるため
(７条２号)
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるため
(７条２号)
個人に関する情報で特定の個人を直ちに識別す
ることはできないが、他の情報と照合すること
により特定の個人を識別されるおそれがあると
認められるため
(７条３号)
当局が他法人の有償刊行物から積算の基礎資料
となる計算式等を引用しているため、　開示し
た場合に有償刊行物を購入するより安価に情報
を得ることが可能になり、当該法人の刊行物販
売による収入の減少を招き、調査研究活動に悪
影響を及ぼすなど、競争上及び事業運営上の地
位が損なわれるため
(７条２号及び４号)
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができる情報であり、公にすることで捜査、取
締り等の職務に直接現場で従事する警察職員が
識別されることになり、犯罪の予防、捜査その
他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお
それがあると認められるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

45 2020/7/13 2020/7/20

江戸川区西葛西二丁目23番地先から同区西葛西三丁目1番地
先間配水小管布設替工事における工事総括数量表、総括
書、工種別総括書、内訳書、内訳明細書（表紙）、内訳明
細書、代価明細書（表紙）、代価明細書、共通仮設費・現
場環境改善費算出表、諸経費計算表、管弁類材料集計表
（表紙）、管弁類材料工種別総括書、管弁類材料内訳書、
給水管類材料内訳明細書

537 1
水道局給水部
配水課

46 2020/7/13 2020/7/17

江東区新木場二丁目地先配水本管（400㎜）布設替工事に関
する第３回及び第４回契約変更の工事設計書、工事総括数
量表、工種別総括書、内訳書、内訳明細書、代価明細書及
び代価表

273 1
水道局東部建
設事務所工事
第一課

47 2020/7/13 2020/7/20

三園浄水場洗浄排水池耐震補強工事の設計変更（令和2年7
月2日付）に関する変更工事総括数量表、変更総括書、変更
工種別総括書、変更内訳書、変更内訳明細書、ユーザー代
価一覧表、諸経費計算書、共通仮設費・現場環境改善費算
出表、諸経費算出表及び変更特記仕様書

46 1
水道局朝霞浄
水管理事務所
庶務課
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48 2020/7/13 2020/7/22

多摩北部給水所（仮称）から東村山市恩多町一丁目地先間
送水管（900mm）新設工事（シールド工事）に係る以下の資
料
工事設計書、説明書、工事総括数量表、総括書、工種別総
括書、内訳書、内訳明細書（表紙含む。）、代価表（表紙
含む。）、共通仮設費・イメージアップ経費算出表、諸経
費算出表、管弁類材料工種別総括書（表紙含む。）、管弁
類材料内訳書、特記仕様書、施工代価表、数量計算書、工
程表、見積承認書及び調査報告書

917 1 1 1 1

(７条３号)
市販されている積算参考資料名を開示した場
合、有償刊行物を購入するよりも安価に情報を
得ることが可能となり、当該法人の刊行
物販売による収入の減少を招き、調査研究活動
に悪影響を及ぼすなど、競争上及び事業運営上
の地位が損なわれるおそれがあるため。
(７条４号及び６号)
開示した場合、施設内部が明らかとなり、テロ
等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にす
るおそれがあるとともに、セキュリティの確保
に支障を及ぼすおそれが
あるため
(７条３号及び６号)
見積価格は法人に関する情報であって、開示し
た場合、当該法人の競争上の地位又は事業運営
上の地位が損なわれるとともに、その評価方法
に関わる内容を開示した場合、見積会社の思惑
等により見積金額の高止まりを招く等、適切な
単価設定に支障を生じると認められるため
(７条３号)
受託者の住所及び氏名並びに代理人の住所及び
氏名並びに契約番号及び委託件名を開示した場
合に、他の者に調査内容の情報を知られること
となり、当該法人の競争上及び事業運営上の地
位が損なわれると認められるため
(７条４号)
代理人の印影を開示した場合、偽造等により、
財産が脅かされるおそれがあるため

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課

49 2020/7/14 2020/7/21

・東京都東大和市多摩湖四丁目地内から小平市天神町三丁
目地内間導・送水管新設実施設計委託
・東京都小平市天神町三丁目地内から境浄水場間導・送水
管新設実施設計委託
・練馬区大泉学園町四丁目地先から上井草給水所間送水管
新設実施設計委託
・朝霞浄水場から練馬区大泉学園町四丁目地先間送水管新
設
実施設計委託

　上記案件に関する金額入り設計書及び特記仕様書

190 1
水道局建設部
工務課
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50 2020/7/16 2020/7/21

多摩北部給水所（仮称）から清瀬市梅園一丁目地先配水本
管(500mm)新設工事（第２回契約変更分）に関する以下の資
料

　工事変更設計書、説明書、変更工事総括数量表、変更総
括書、変更工種別総括書、消費税等額内訳書（経過措置適
用）、変更内訳書、共通仮設費・現場環境改善費算出表、
諸経費算出表、管弁類材料変更工種別総括書（表紙含
む。）、管弁類材料変更内訳書及び給水管類材料変更内訳
明細書

45 1

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課

51 2020/7/16 2020/7/17
葛飾区南水元二丁目地内から足立区中川五丁目地先間配水
本管（２２００㎜）用立坑築造及びトンネル築造工事に関
する変更設計書（第１０回変更）

31 1
水道局東部建
設事務所工事
第一課

52 2020/7/16 2020/7/17
足立区鹿浜一丁目地内から北区王子五丁目地内間送水管
（１３５０㎜）新設工事（シールド工事）に関する温度応
力解析諸経費の積算根拠

1 1
水道局東部建
設事務所工事
第一課

53 2020/7/13 2020/7/27

・小平市天神町三丁目９番地先から同市天神町三丁目１０
番地先間配水小管新設工事
・立川市一番町六丁目２６番地先から同市一番町六町目２
５番地先間配水小管新設工事
・小平市花小金井南町一丁目２番地先から小金井市桜町三
丁目６番地先間配水小管新設工事
に関する、設計図、総括書、内訳書及び内訳明細書

258 1

水道局多摩水
道改革推進本
部調整部技術
指導課

54 2020/7/17 2020/7/17

足立区鹿浜一丁目地内から北区王子五丁目地内間送水管
（１３５０㎜）新設工事（シールド工事）に関する01_施工
パッケージ単価計算シート（基面整正）、02_施工パッケー
ジ単価計算シート（床掘り）、03_施工パッケージ単価計算
シート（埋戻し工）、04_施工パッケージ単価計算シート
（サンドマット工）、05_接手費の積算根拠、06_施工パッ
ケージ単価計算シート（整地）及び07_施工パッケージ単価
計算シート（掘削）

7 1
水道局東部建
設事務所工事
第一課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

55 2020/7/17 2020/7/22

北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関する(1)施工代価表、(2)積算根拠（工程表）、(3)・
(4)積算根拠（仮設材）、(5)-1見積り査定額一覧表（シー
ルド機器類・梱包輸送費）、(5)-2数量計算書（シール
ド）、(5)-3積算根拠（一次覆工）、(5)-4積算根拠（泥水
シールド損料・電力料）、(5)-5見積り査定額一覧表（セグ
メント）及び(5)-6積算根拠（単価一覧）

747 1 1 1 1

(７条３号)
見積金額は、これらを提示した企業の経営上、
営業戦略上重要な情報であり、開示した場合他
社に経営上の情報を知られることとなり、当該
企業の競争上、事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条６号)
見積、参考資料等の金額の評価内容を開示した
場合、今後当局が行う同種の見積において、見
積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障を生じるおそれがあるため
(７条３号)
 これらの刊行物名称を開示した場合、資料出
版元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売
収入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研
究活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争
上及び事業運営上の地位が損なわれると認めら
れるため
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の犯罪を誘発し、
又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるとと
もに、セキュリティの確保に支障を及ぼすおそ
れがあるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

56 2020/7/22 2020/7/27

墨田区東向島六丁目地先配水本管（600㎜）布設替及び既設
さや管内配管工事に関する01_数量計算書及び02_仮設構造
物計算書

836 1 1

(７条３号)
当局が他法人の有償刊行物から積算の基礎資料
となる計算式等を引用しているため、開示した
場合に有償刊行物を購入するより安価に情報を
得ることが可能になり、当該法人の刊行物販売
による収入の減少を招き、調査研究活動に悪影
響を及ぼすなど、競争上及び事業運営上の地位
が損なわれるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

57 2020/7/17 2020/7/20

練馬区大泉学園町四丁目地内から同区石神井台一丁目地内
間送水管(2600㎜)用トンネル築造工事に関する管理費区分
チェックリスト及び仮設材賃料加算相当額の算定資料

3 1 1

(７条３号)
当該部分に記載された企業名称と内訳明細書と
を照らし合わせることで、当該企業の価格設定
情報を知られることとなり、当該企業の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため

水道局西部建
設事務所工事
第一課

58 2020/7/17 2020/7/22

多摩北部給水所（仮称）築造工事に係る管理費区分チェッ
クリスト及び仮設材賃料相当加算額の積算根拠資料

6 1 1

(７条３号)
建設副産物搬出先会社名を公表した場合、他の
者に当該法人の経営上の情報が知られることに
なり、当該法人の競争上及び事業運営上の地位
が損なわれるため

水道局多摩水
道改革推進本
部施設部工務
課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

60 2020/7/20 2020/7/28

世田谷区下馬五丁目２３番地先から同区下馬六丁目２９番
地先間配水小管布設替工事　契約番号：３１水経契契第94
号の４の増額変更金額分に関する設計書一式

272 1 1

(７条２号)
個人に関する情報で特定の個人を識別できる情
報であるため

水道局南部支
所配水第二課

59 2020/7/17 2020/7/30

和田堀給水所２号配水池及び第二配水ポンプ所並びに管廊
築造工事に関する和田堀給水所一期築造工事仮設材集計
表、人孔の材料費及び算定根拠資料、配管材料の算定根拠
資料、見積単価一覧表、見積単価一覧、見積価格評価一覧
表、電気防食見積決定、見積品目一覧表、調査報告書、管
理費区分チェックリスト、質問回答書、見積参考資料及び
見積参考図面

1259 1

(７条３号)
引用元書籍情報を公表すると、資料出版元の事
業運営の根幹である刊行物の販売収入の減少を
招き、ひいては当該出版元の調査研究活動に悪
影響を及ぼすなど、当該出版元の競争上及び事
業運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条６号)
今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積り
会社の思惑等により見積金額の高止まりを招く
等、適切な単価設定に支障を生じると認められ
るため
(７条３号)
開示した場合に、他の者に見積提出法人の経営
上の情報を知られることになり、当該法人の競
争上及び事業運営上の地位が損なわれるため
(７条３号)
開示した場合に、他の者に調査内容の情報を知
られることになり、当該法人の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれるため
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め
(７条３号)
開示した場合に、当該部分に記載された処分受
入先名称等と内訳明細書とを照らし合わせるこ
とで受入先の価格設定情報を知られることとな
り、当該企業の競争上及び事業運営上の地位が
損なわれるため
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の行為を助長し、
犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に
支障を及ぼすおそれがあるとともに、当局のセ
キュリティの確保に支障を及ぼすおそれがある
ため

水道局西部建
設事務所工事
第二課

1 1 1
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(７条３号)
公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情
報を知られることになり、当該企業の競争上及
び事業運営上の地位が損なわれるため
(７条３号)
開示した場合に、資料出版元の事業運営の根幹
である刊行物の販売収入の減少を招き、ひいて
は当該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼすな
ど、当該法人の競争上及び事業運営上の地位が
損なわれるため
(７条３号)
公にすることで、当該企業の価格設定情報を知
られることとなり、当該企業の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公表すると他の者に設計コンサルタント企業の
経営上の情報を知られることとなり、当該企業
の競争上及び事業運営上の地位が損なわれるた
め
(７条３号)
開示した場合に、他の者に調査内容の情報を知
られることとなり、当該法人の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め
(７条６号)
今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積り
会社の思惑等により見積金額の高止まりを招く
等、適切な単価設定に支障を生じると認められ
るため

水道局西部建
設事務所工事
第二課

1 1 161 2020/7/22 2020/7/30

東村山市萩山町三丁目地内から小平市天神町三丁目地内間
導水管（2000mm）用トンネル築造工事に関する工事設計
書、説明書、工事総括数量表、総括書、工種別総括書、内
訳書、内訳明細書、代価明細書、代価表、共通仮設費・現
場環境改善費算出表、諸経費算出表、施工代価表、設計
図、積算根拠資料、見積根拠資料、調査報告書及び資源調
書

419 1
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決定区分 （根拠規定）条例７条

62 2020/7/22 2020/7/30

小平市天神町三丁目地内から西東京市向台町四丁目地内間
導水管（２０００mm）用トンネル築造及び立坑内配管工事
に関する工事設計書、説明書、工事総括数量表、総括書、
工種別総括書、内訳書、内訳明細書、代価明細書、代価
表、共通仮設費・現場環境改善費算出表、諸経費算出表、
管弁類材料集計表、管弁類材料工種別総括書、管弁類材料
内訳書、施工代価表、設計図、特記仕様書、積算根拠資
料、見積根拠資料、調査報告書及び資源調書

679 1 1 1 1

(７条３号)
公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情
報を知られることになり、当該企業の競争上及
び事業運営上の地位が損なわれるため
(７条３号)
開示した場合に、資料出版元の事業運営の根幹
である刊行物の販売収入の減少を招き、ひいて
は当該法人の調査研究活動に悪影響を及ぼすな
ど、当該法人の競争上及び事業運営上の地位が
損なわれるため
(７条３号)
公にすることで、当該企業の価格設定情報を知
られることとなり、当該企業の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
開示した場合に、他の者に調査内容の情報を知
られることとなり、当該法人の競争上及び事業
運営上の地位が損なわれると認められるため
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め
(７条６号)
今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積り
会社の思惑等により見積金額の高止まりを招く
等、適切な単価設定に支障を生じると認められ
るため

水道局西部建
設事務所工事
第二課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

1063 163 2020/7/22 2020/7/29 北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関 する工事設計書、説明、工事総括数量表、総括書、工
種別総括書、内訳書、内訳明細書（表紙）、内訳明細書、
代価明細書（表紙）、代価表、共通仮設費・現場環境改善
費算出表、諸経費計算書、設計図、特記仕様書、積算根
拠、施工代価表、見積価格評価一覧表、調査報告書及び資
源調書

(７条７号)
この構造物の管理者が、公にしないとの条件で
任意に提供した情報であって、公にしないこと
が合理的であると認められ、当該情報を公にす
ることにより、その者からの、公にしないとい
う信頼を不当に損なうことになると認められる
ため
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の犯罪を誘発し、
又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるとと
もに、セキュリティの確保に支障を及ぼすおそ
れがあるため
(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
公にすることで、他の者に処分受入額が知られ
ることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることとなり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため
(７条３号)
見積金額は、これらを提示した企業の経営上、
営業戦略上重要な情報であり、開示した場合他
社に経営上の情報を知られることとなり、当該
企業の競争上、事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条６号)
見積、参考資料等の金額の評価内容を開示した
場合、今後当局が行う同種の見積において、見
積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障を生じるおそれがあるため
(７条３号)
これらを開示した場合、他の者に調査内容の情
報を知られることとなり、当該法人の競争上、
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め

水道局東部建
設事務所工事
第一課

1 11 1
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決定区分 （根拠規定）条例７条

64 2020/7/27 2020/7/31

以下の４件の委託に関する委託設計書、説明書、総括数量
表、総括書、作業種別総括書、内訳書、内訳明細書、代価
表、共通仮設費･現場環境改善費算出表、諸経費算出表、特
記仕様書及び図面
① 令和２年度奥多摩分区水源林保全作業その２
② 令和２年度奥多摩分区水源林保全作業その３
③ 令和２年度萩原山分区水源林保全作業その２
④ 令和２年度丹波山分区外１か所水源林保全作業

145 1
水道局水源管
理事務所管理
課

1063 163 2020/7/22 2020/7/29 北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管
（1000mm・800㎜）用トンネル築造及びトンネル内配管工事
に関 する工事設計書、説明、工事総括数量表、総括書、工
種別総括書、内訳書、内訳明細書（表紙）、内訳明細書、
代価明細書（表紙）、代価表、共通仮設費・現場環境改善
費算出表、諸経費計算書、設計図、特記仕様書、積算根
拠、施工代価表、見積価格評価一覧表、調査報告書及び資
源調書

(７条７号)
この構造物の管理者が、公にしないとの条件で
任意に提供した情報であって、公にしないこと
が合理的であると認められ、当該情報を公にす
ることにより、その者からの、公にしないとい
う信頼を不当に損なうことになると認められる
ため
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の犯罪を誘発し、
又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるとと
もに、セキュリティの確保に支障を及ぼすおそ
れがあるため
(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条３号)
公にすることで、他の者に処分受入額が知られ
ることとなり、当該企業の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため
(７条３号)
公にすることで、他の者に単価提供元企業の経
営上の情報を知られることとなり、当該企業の
競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認
められるため
(７条３号)
見積金額は、これらを提示した企業の経営上、
営業戦略上重要な情報であり、開示した場合他
社に経営上の情報を知られることとなり、当該
企業の競争上、事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(７条６号)
見積、参考資料等の金額の評価内容を開示した
場合、今後当局が行う同種の見積において、見
積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に
支障を生じるおそれがあるため
(７条３号)
これらを開示した場合、他の者に調査内容の情
報を知られることとなり、当該法人の競争上、
事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(７条４号)
偽造等により財産が脅かされるおそれがあるた
め

水道局東部建
設事務所工事
第一課

1 11 1
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決定区分 （根拠規定）条例７条

65 2020/7/27 2020/7/29

朝霞市膝折地内から練馬区大泉学園町四丁目地内間送水管
（2600mm）用トンネル築造工事に関する

①工事設計書（表紙）
②説明書
③工事総括数量表
④総括書
⑤工種別総括書
⑥内訳書
⑦内訳明細書（表紙）
⑧内訳明細書
⑨代価明細書（表紙）
⑩代価明細書
⑪共通仮設費・イメージアップ経費算出表
⑫諸経費算出表
⑬一時中止に伴う算出表

※変更第１、２、６、８回は⑨、⑩なし。
変更第５回は⑦、⑧、⑨、⑩なし。
変更第６、８回のみ⑬あり。

277 1
水道局東部建
設事務所工事
第二課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

66 2020/7/27 2020/7/30

足立区鹿浜一丁目地内から北区王子五丁目地内間送水管
（１３５０㎜）新設工事（シールド工事）に関する01_数量
計算書、02_工程表及び03_シールド工法の比較検討資料

159 1 1 1 1

(７条３号)
これらの刊行物名称を開示した場合、資料出版
元法人の事業運営の根幹である刊行物の販売収
入の減少を招き、ひいては当該法人の調査研究
活動に悪影響を及ぼすなど、当該法人の競争上
及び事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(７条４号及び６号)
公にすることにより、テロ等の行為を助長し、
犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に
支障を及ぼすおそれがあるとともに、当局のセ
キュリティの確保に支障を及ぼすおそれがある
ため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

67 2020/7/27 2020/7/29

国分寺市東元町四丁目13番地先から同市東元町四丁目1番地
先間配水小管布設替工事に関する資源調書
　 29 1

水道局多摩水
道改革推進本
部立川給水管
理事務所工務
課

68 2020/7/27 2020/7/28

東大和市立野四丁目667番地先から同市立野三丁目1149番地
先間配水小管布設替及び新設工事に関する資源調書

33 1

水道局多摩水
道改革推進本
部立川給水管
理事務所工務
課

69 2020/7/27 2020/7/28

立川市幸町二丁目37番地先から同市幸町二丁目24番地先間
外1か所配水小管布設替及び新設工事に関する資源調書

35 1

水道局多摩水
道改革推進本
部立川給水管
理事務所工務
課

70 2020/7/27 2020/7/30

町田市常盤町3446番地先から同市常盤町3483番地先間配水
小管布設替工事に関する資源調書

27 1

水道局多摩水
道改革推進本
部多摩給水管
理事務所工務
課

71 2020/7/27 2020/7/30

八王子市元本郷町二丁目12番地先から同市元本郷町一丁目
17番地先間配水小管布設替工事に関する資源調書

21 1

水道局多摩水
道改革推進本
部多摩給水管
理事務所工務
課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

72 2020/7/28 2020/7/30

平成３１年度 配水管布設工事等設計委託（多摩）単価契約
当初契約単価表（設計額）消費税抜き、当初契約単価表
（設計額）消費税込み、当初契約単価計算書、当初契約延
長配分計算書、当初契約諸経費率計算書、契約変更後単価
表（契約額）消費税抜き、契約変更後単価表（契約額）消
費税込み

73 1

水道局多摩水
道改革推進本
部調整部技術
指導課

73 2020/7/29 2020/7/30

足立区鹿浜一丁目地内から北区王子五丁目地内間送水管
（１３５０㎜）新設工事（シールド工事）に関する01_混合
ガス設備の積算根拠、02_機械器具損料（エアミルク充填）
の積算根拠及び03_温度応力解析諸経費の積算根拠

3 1 1

(７条３号)
当局が他法人の有償刊行物から積算の基礎資料
となる計算式等を引用しているため、開示した
場合に有償刊行物を購入するより安価に情報を
得ることが可能になり、当該法人の刊行物販売
による収入の減少を招き、調査研究活動に悪影
響を及ぼすなど、競争上及び事業運営上の地位
が損なわれるため

水道局東部建
設事務所工事
第一課

74 2020/7/29 2020/7/30

小平市天神町三丁目地内から西東京市向台町四丁目地内間
導水管（2000mm）用トンネル築造及び立坑内配管工事 第２
回設計変更に関する工事変更設計書、説明書、変更工事総
括数量表、変更総括書、変更工種別総括書、変更内訳書、
共通仮設費・現場環境改善費算出表、諸経費算出表、管弁
類材料集計表変更設計、管弁類材料変更工種別総括書、管
弁類材料変更内訳書及び第１回一時中止に伴う現場維持等
費用・一般管理費等算出計算書

30 1
水道局西部建
設事務所工事
第二課

※公文書の件名内の「工事設計書一式」とは「①工事設計書②説明書③工事総括数量表④総括書⑤工種別総括書⑥内訳書⑦内訳明細書⑧代価明細書⑨共通仮設費・イメージアップ経費算出表⑩諸経費算出表⑪管弁類材料集計表（表
紙）⑫管弁類材料工種別総括書⑬管弁類材料内訳書⑭給水管類材料内訳明細書⑮特記仕様書」のいずれか(複数)を含む。

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。

＜公文書の件名＞について

・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。


